
議案第 ４ 号

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則について

以下の理由により、博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり

提出する。

令和５年３月16日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

博物館法（昭和26年法律第285号）一部が改正され博物館の登録の要件が見直される

こと等を踏まえ、博物館及び博物館に相当する施設の体制等に関する基準を定めるほ

か、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規定を整備する等の必要があ

る。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

博物館法（昭和26年法律第285号）

博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号）



規則案の概要の説明

部課名 教育庁文化財課

１ 件名

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

博物館法（昭和26年法律第285号）一部が改正され博物館の登録の要件が見直される

こと等を踏まえ、博物館及び博物館に相当する施設の体制等に関する基準を定めるほ

か、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する規定を整備する等の必要

がある。

３ 改正案の概要

⑴ 博物館の体制、職員並びに施設及び設備に関する基準を定める。（第４条から第

６条まで関係）

⑵ 博物館の登録、変更、取消し及び廃止に関する公表は、インターネットの利用に

より行うものとする。（第８条関係）

⑶ 博物館の定期報告は、教育長の定めるところにより行うものとする。（第10条関

係）

⑷ 博物館に相当する施設の指定に係る申請書に添付する書類の様式を定める。（第1

2条及び第７号様式関係）

⑸ 博物館に相当する施設の体制、職員並びに施設及び設備に関する基準を定める。

（第13条関係）

⑹ 博物館に相当する施設の指定に関する公表は、インターネットの利用により行う

ものとする。（第14条関係）

⑺ 教育長への委任について定める。（第15条関係）

⑻ その他所要の改正を行う。（題名、目次、第１条から第３条まで、第７条、第９

条、第11条及び第１号様式から第６号様式まで関係）

⑼ この規則は、令和５年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令等

⑴ 博物館法（昭和26年法律第285号）

⑵ 博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号）



５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料



博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会規則第 号

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則

博物館の登録に関する規則（昭和50年沖縄県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

題名中「登録」を「登録等」に改める。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 博物館の登録（第２条―第11条）

第３章 博物館に相当する施設の指定（第12条―第14条）

第４章 雑則（第15条）

附則

第１章 総則

第１条中「第16条の規定に基づき博物館の登録に関し」を「に基づく博物館の登録及び博物館に相当する

施設の指定に関し、博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」という。）に定めるも

ののほか」に改め、同条の次に次の章名を加える。

第２章 博物館の登録

第２条から第４条までを次のように改める。

（登録の申請）

第２条 法第12条第１項の規定による登録申請書の提出は、博物館登録申請書（第１号様式）により行うも

のとする。

２ 前項の博物館登録申請書には、法第12条第２項第１号及び第２号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類

を添付するものとする。

⑴ 博物館資料目録（第２号様式）

⑵ 職員名簿（第３号様式）

⑶ 学芸員の資格を証する書類

（登録の審査）

第３条 沖縄県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第13条の規定による登録の審査に当たっ

ては、必要に応じて登録の申請に係る博物館の実地について審査するものとする。

（博物館の体制に関する基準）

第４条 法第13条第１項第３号に規定する博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査

研究を行う体制に関する教育委員会の定める基準は、次のとおりとする。

⑴ 博物館資料の収集、保管及び展示（インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁

的記録を公開することを含む。第４号及び第６条第１号において同じ。）並びに博物館資料に関する調

査研究の実施に関する基本的運営方針（以下「基本的運営方針」という。）を策定し、公表するととも

に、基本的運営方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

⑵ 基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を

体系的に収集する体制を整備していること。

⑶ 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当

該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

⑷ 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資

料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

⑸ 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共

同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

⑹ 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制

を整備していること。

⑺ 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。



第７条を削る。

第６条中「第15条」を「第20条第１項」に改め、同条を第11条とする。

第５条の見出し中「登録事項等」を「登録事項」に改め、同条中「第13条第１項」を「第15条第１項」

に、「そのつど博物館登録事項等変更届出書」を「博物館登録事項変更届出書」に、「によつて」を「によ

り」に改め、ただし書を削り、同条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。

（定期報告）

第10条 法第16条の規定による定期報告は、教育長が定めるところにより行うものとする。

第４条の次に次の４条を加える。

（博物館の職員に関する基準）

第５条 法第13条第１項第４号に規定する学芸員その他の職員の配置に関する教育委員会の定める基準は、

次のとおりとする。

⑴ 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

⑵ 学芸員が置かれていること。

⑶ 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

（博物館の施設及び設備に関する基準）

第６条 法第13条第１項第５号に規定する施設及び設備に関する教育委員会の定める基準は、次のとおりと

する。

⑴ 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うこと

ができる施設及び設備が整備されていること。

⑵ 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

⑶ 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされてい

ること。

⑷ 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物

館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

（博物館登録原簿の様式）

第７条 法第14条第１項の規定により教育委員会が記載する博物館登録原簿は、第４号様式とする。

（公表）

第８条 教育委員会は、法第14条第２項、法第15条第２項、法第19条第３項及び法第20条第２項の規定によ

る公表をインターネットを利用する方法により行うものとする。

本則に次の２章を加える。

第３章 博物館に相当する施設の指定

（指定の申請の書類）

第12条 施行規則第23条第１項の規定により提出する指定申請書には、同条第２項第１号及び第２号に掲げ

る書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

⑴ 資料目録（第７号様式）

⑵ 職員名簿（第３号様式）

（博物館に相当する施設の体制等に関する基準）

第13条 施行規則第24条第１項第２号に規定する資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を

行う体制に関する教育委員会の定める基準については第４条の規定を、同項第３号に規定する職員の配置

に関する教育委員会の定める基準については第５条の規定を、同項第４号に規定する施設及び設備に関す

る教育委員会の定める基準については第６条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第４条各号（第７号を除く。） 博物館資料 資料
及び第６条第１号

第４条第１号 博物館を運営する 法第31条第１項の規定による指定を受けた施
設（次条及び第６条において「指定施設」と
いう。）を運営する



第５条第１号及び第３号並びに 博物館 指定施設
第６条第３号及び第４号

第５条第２号 学芸員 学芸員に相当する職員

（公表）

第14条 教育委員会は、法第31条第３項の規定による公表をインターネットを利用する方法により行うもの

とする。

第４章 雑則

第15条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項

は、教育長が別に定める。

第１号様式を削る。

「設置者

第２号様式中「申請者氏名」を 名称 に、「第11条第１項」を「第12条」に、「関係書類等」

代表者氏名」

「設置者の名称

私立博物館設置者の住所

を「関係書類」に、 名 称

所 在 地

（Ａ４判）」

「
設置者の名称

設置者の住所
を に改め、同様式の備考を次のように改める。

博物館の名称

博物館の所在地
」

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

第２号様式を第１号様式とする。

「
人文科学に関する資料

種 別 番 号 名 称 規 格 品 質 数 量 取得年月日 備 考

第３号様式中

（Ａ４判） 」

「
人文科学に関する資料

を 資料の詳細な内訳は、別紙のとおり。 に改め、同様

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 」

式を第２号様式とする。

第４号様式中「第３条」を「第２条」に、「

（Ａ４判）」を「 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。」に改め、同

様式を第３号様式とし、同様式の次に次の１様式を加える。



第４号様式（第７条関係）

博物館登録原簿

登録 登録変更 登録変更

事項 登録年月日 年 月 日
変更年 年 変更年 年
月日 月 日 月日 月 日記号番号 第 号

設置者の名称

設置者の住所

博物館の名称

博物館の所在地

備考

「設置者

第５号様式中「第５条」を「第９条」に、
「施 設 名

を
所在地

に、「第13条第１項」を
届出者氏名」 名称

代表者氏名」

「第15条第１項」に、「

（Ａ４判）」を「 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。」に改める。

「設置者

第６号様式中「第６条」を「第11条」に、
「施 設 名

を
所在地

に、「第15条第１項」を
届出者氏名」 名称

代表者氏名」

「第20条第１項」に、「

（Ａ４判）」を「 備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。」に改める。

第６号様式の次に次の１様式を加える。

第７号様式（第12条関係）

資料目録

施設名

資料の種別 資料の種類及び数量

自然科学に関する資料

人文科学に関する資料

資料の詳細な内訳は、別紙のとおり。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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の
規
定
に
よ
第
３
条

博
物
館
登
録
申
請
書
に
は
、
法
第
1
1
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
職
員
名
簿

る
登
録
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
登
録
の
申
請
に
係
る
博
物
館
の
実
地
に
つ
い
て

（
第
４
号
様
式
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
要
件
の
審
査
）

第
４
条

法
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
要
件
の
審
査
及
び
法
第
1
4
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

の
取
消
し
を
県
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
は
、
当
該
博
物
館
に
対
し
、
必
要
な
資
料
を
求
め
実
地

調
査
及
び
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
博
物
館
の
体
制
に
関
す
る
基
準
）

第
４
条

法
第
1
3
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博

物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制
に
関
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

⑴
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

博
物
館
資
料
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
公
開
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
４
号
及
び
第
６
条
第
１
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
運
営
方

針
（
以
下
「
基
本
的
運
営
方
針
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
基
本
的
運

営
方
針
に
基
づ
き
、
相
当
の
公
益
性
を
も
っ
て
博
物
館
を
運
営
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ

と
。

⑵
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
く
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
定
め
、
当
該
方
針
に

基
づ
き
、
博
物
館
資
料
を
体
系
的
に
収
集
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

⑶
前
号
に
規
定
す
る
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
に
基
づ
き
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資

料
の
目
録
を
作
成
し
、
当
該
博
物
館
資
料
を
適
切
に
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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い
る
こ
と
。

⑷
一
般
公
衆
に
対
し
て
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に
基
づ

き
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
若
し
く
は
借
用
し
た
博
物
館
資
料
に
よ
る
展
示
を
行
う
体
制
を
整

備
し
て
い
る
こ
と
。

⑸
単
独
で
又
は
他
の
博
物
館
若
し
く
は
法
第
３
条
第
１
項
第
1
2
号
に
掲
げ
る
学
術
若
し
く
は
文

化
に
関
す
る
諸
施
設
と
共
同
で
、
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
活

用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

⑹
博
物
館
資
料
を
用
い
た
学
習
機
会
の
提
供
、
利
用
者
に
対
す
る
博
物
館
資
料
の
説
明
そ
の
他

の
教
育
活
動
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

⑺
法
第
７
条
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
に
職
員
が
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

（
博
物
館
の
職
員
に
関
す
る
基
準
）

第
５
条

法
第
1
3
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
学
芸
員
そ
の
他
の
職
員
の
配
置
に
関
す
る
教
育
委
（
新
設
）

員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
い
て
博
物
館
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
館
長
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
。

⑵
学
芸
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
く
博
物
館
の
運
営
に
必
要
な
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

（
博
物
館
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
６
条

法
第
1
3
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
（
新
設
）

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
安
定
的

か
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵
防
災
及
び
防
犯
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑶
博
物
館
の
規
模
及
び
展
示
内
容
に
応
じ
、
利
用
者
の
安
全
及
び
利
便
性
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
娠
中
の
者
、
日
本
語
を
理
解
で
き
な
い
者
そ
の
他
博
物
館
の
利
用
に

困
難
を
有
す
る
者
が
博
物
館
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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（
博
物
館
登
録
原
簿
の
様
式
）

第
７
条

法
第
1
4
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
記
載
す
る
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
第
４
（
新
設
）

号
様
式
と
す
る
。

（
公
表
）

第
８
条

教
育
委
員
会
は
、
法
第
1
4
条
第
２
項
、
法
第
1
5
条
第
２
項
、
法
第
1
9
条
第
３
項
及
び
法
第
2
（
新
設
）

0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
登
録
事
項

の
変
更
）

（
登
録
事
項
等
の
変
更
）

第
９
条

法
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
博
物
館
登
録
事
項
変
更
届
出
書

第
５
条

法
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
そ
の
つ
ど
博
物
館
登
録
事
項
等
変
更

（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

届
出
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
博
物
館
資
料
目
録
の
軽
微
な

変
更
に
つ
い
て
は
、
毎
年
３
月
末
日
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
報
告
）

第
1
0
条

法
第
1
6
条
の
規
定
に
よ
る
定
期
報
告
は
、
教
育
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
（
新
設
）

す
る
。

（
博
物
館
の
廃
止
）

（
博
物
館
の
廃
止
）

第
1
1
条

法
第
2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
廃
止
の
届
出
は
、
博
物
館
廃
止
届
（
第
６
号
第
６
条

法
第
1
5
条

の
規
定
に
よ
る
博
物
館
の
廃
止
の
届
出
は
、
博
物
館
廃
止
届
（
第
６
号

様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

（
削
る
。
）

第
７
条

県
教
育
委
員
会
は
、
博
物
館
の
登
録
若
し
く
は
登
録
事
項
等
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又

は
登
録
の
取
消
し
若
し
く
は
ま
つ
消
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
沖
縄
県
公
報
に
よ
り
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

第
３
章

博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
定

（
指
定
の
申
請
の
書
類
）
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第
1
2
条

施
行
規
則
第
2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
指
定
申
請
書
に
は
、
同
条
第
２
項
第
（
新
設
）

１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
資
料
目
録
（
第
７
号
様
式
）

⑵
職
員
名
簿
（
第
３
号
様
式
）

（
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
体
制
等
に
関
す
る
基
準
）

第
1
3
条

施
行
規
則
第
2
4
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
資
（
新
設
）

料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
体
制
に
関
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
第
４
条

の
規
定
を
、
同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
職
員
の
配
置
に
関
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
つ

い
て
は
第
５
条
の
規
定
を
、
同
項
第
４
号
に
規
定
す
る
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
教
育
委
員
会
の

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
第
６
条
の
規
定
を
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
４
条
各
号
（
第
７
博
物
館
資
料

資
料

号
を
除
く
。
）
及
び

第
６
条
第
１
号

第
４
条
第
１
号

博
物
館
を
運
営
す
る

法
第
3
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
受
け
た
施
設
（
次
条

及
び
第
６
条
に
お
い
て
「
指
定

施
設
」
と
い
う
。
）
を
運
営
す

る

第
５
条
第
１
号
及
び
博
物
館

指
定
施
設

第
３
号
並
び
に
第
６

条
第
３
号
及
び
第
４

号 第
５
条
第
２
号

学
芸
員

学
芸
員
に
相
当
す
る
職
員
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（
公
表
）

第
1
4
条

教
育
委
員
会
は
、
法
第
3
1
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
（
新
設
）

る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
４
章

雑
則

第
1
5
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
登
録
及
び
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
の
指
（
新
設
）

定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
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（
削
る
。
）

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

博 物 館 登 録 原 簿

登 録 登 録 変 更

事 項 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

記 号 番 号 第 号

※ 設 置 者 の 名 称

及 び 住 所

名 称

所 在 地

備 考

（
Ａ
４
判
）

（
※
公
立
の
場
合
は
設
置
者
の
名
称
の
み
記
入
）

N
o
.
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第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

博
物
館
登
録
申
請
書

博
物
館
登
録
申
請
書

文
書

番
号

文
書

番
号

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿
沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿

設
置
者

申
請
者
氏
名

名
称

（
新
設
）

代
表
者
氏
名

博
物
館
法
第
1
2
条

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
施
設
を
博
物
館
と
し
て
登
録
さ
れ
る
よ
う
別

博
物
館
法
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
施
設
を
博
物
館
と
し
て
登
録
さ
れ
る
よ
う
別

添
関
係
書
類

を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

添
関
係
書
類
等
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記
記

設
置
者
の
名
称

設
置
者
の
名
称

私
立
博
物
館
設
置
者
の
住
所

設
置
者
の
住
所

名
称

所
在
地

博
物
館
の
名
称

（
Ａ
４
判
）

博
物
館
の
所
在
地

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
削
る
）

備
考

こ
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

⑴
公
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
設
置
条
例
の
写
し
、
私
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
、
法
人
の
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定
款
若
し
く
は
寄
付
行
為
の
写
し
又
は
宗
教
法
人
の
規
則
の
写
し

⑵
館
則
の
写
し

⑶
直
接
博
物
館
の
様
に
供
す
る
建
物
及
び
面
積
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
そ
の
図
面

⑷
当
該
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
公
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
予
算
の
歳
出
の
見

積
り
、
私
立
博
物
館
に
あ
つ
て
は
収
支
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類

⑸
博
物
館
資
料
の
目
録
並
び
に
館
長
の
氏
名
及
び
学
芸
員
の
種
類
ご
と
の
氏
名
を
記
載

し
た
書
面

⑹
学
芸
員
は
、
そ
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
た
る
書
類

第
２
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

博
物

館
資

料
目

録
博

物
館

資
料

目
録

博
物
館
名

博
物
館
名

資
料
の
種
別

資
料
の
種
類
及
び
数
量

資
料
の
種
別

資
料
の
種
類
及
び
数
量

自
然
科
学
に
関
す
る
資
料

自
然
科
学
に
関
す
る
資
料

人
文
科
学
に
関
す
る
資
料

人
文
科
学
に
関
す
る
資
料

資
料
の
詳
細
な
内
訳
は
、
別
紙
の
と
お
り
。

種
別

番
号

名
称

規
格

品
質

数
量

取
得
年
月
日

備
考

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。



（
新
旧
対
照
表

1
0
ペ
ー
ジ
）

（
Ａ
４
判
）

第
３
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

第
４
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

職
員

名
簿

職
員

名
簿

博
物
館
名

博
物
館
名

番
号

氏
名

職
名

最
終
学
歴

博
物
館
職
員
と
し

担
当
職
務

備
考

番
号

氏
名

職
名

最
終
学
歴

博
物
館
職
員
と
し

担
当
職
務

備
考

て
の
勤
務
年
数

て
の
勤
務
年
数

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
Ａ
４
判
）



（
新
旧
対
照
表

1
1
ペ
ー
ジ
）

第
４
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

（
新
設
）

【
再
掲
】

博
物
館
登
録
原
簿

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
）

登
録

登
録
変
更

登
録
変
更

事
項

登
録
年
月
日

年
月

日
変
更

変
更

年
月

年
年
月

年

記
号
番
号

第
号

日
月

日
日

月
日

設
置
者
の
名
称

設
置
者
の
住
所

博
物
館
の
名
称

博
物
館
の
所
在
地

備
考

博 物 館 登 録 原 簿

登 録 登 録 変 更

事 項 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

記 号 番 号 第 号

※ 設 置 者 の 名 称

及 び 住 所

名 称

所 在 地

備 考

（
Ａ
４
判
）

（
※
公
立
の
場
合
は
設
置
者
の
名
称
の
み
記
入
）

N
o
.



（
新
旧
対
照
表

1
2
ペ
ー
ジ
）

第
５
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

第
５
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

博
物
館
登
録
事
項
変
更
届
出
書

博
物
館
登
録
事
項
変
更
届
出
書

文
書

番
号

文
書

番
号

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿
沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿

設
置
者

施
設

名

所
在
地

届
出
者
氏
名

名
称

（
新
設
）

代
表
者
氏
名

博
物
館
法
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
変
更
届
を
提
出
し
ま
す
。

博
物
館
法
第
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
変
更
届
を
提
出
し
ま
す
。

記
記

変
更

年
月

日
年

月
日

変
更

年
月

日
年

月
日

変
更

の
理

由
変

更
の

理
由

変
更
事
項
の
種
類

変
更
事
項
の
種
類

旧
旧

変
更
事
項
の
内
容

変
更
事
項
の
内
容

新
新

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
Ａ
４
判
）



（
新
旧
対
照
表

1
3
ペ
ー
ジ
）

第
６
号
様
式
（
第
1
1
条
関
係
）

第
６
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

博
物

館
廃

止
届

博
物

館
廃

止
届

文
書

番
号

文
書

番
号

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿
沖
縄
県
教
育
委
員
会

殿

設
置
者

施
設

名

所
在
地

届
出
者
氏
名

名
称

（
新
設
）

代
表
者
氏
名

博
物
館
法
第
2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
ま
す
。

博
物
館
法
第
1
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
ま
す
。

記
記

廃
止

年
月

日
廃

止
年

月
日

廃
止

し
た

理
由

廃
止

し
た

理
由

廃
止
後
の
財
産
処
分

廃
止
後
の
財
産
処
分

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
Ａ
４
判
）



（
新
旧
対
照
表

1
4
ペ
ー
ジ
）

第
７
号
様
式
（
第
1
2
条
関
係
）

（
新
設
）

資
料
目
録

施
設
名

資
料
の
種
別

資
料
の
種
類
及
び
数
量

自
然
科
学
に
関
す
る
資
料

人
文
科
学
に
関
す
る
資
料

資
料
の
詳
細
な
内
訳
は
、
別
紙
の
と
お
り
。

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。

（
注
）

条
例
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。
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参 照 条 文
○ 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五

号 ）

令 和 五 年 四 月 一 日 施 行

（ 登 録 ）

第 十 一 条 博 物 館 を 設 置 し よ う と す る 者 は 、 当 該 博

物 館 に つ い て 、 当 該 博 物 館 の 所 在 す る 都 道 府 県 の

教 育 委 員 会 （ 当 該 博 物 館 （ 都 道 府 県 が 設 置 す る も

の を 除 く 。 ） が 指 定 都 市 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一

項 の 指 定 都 市 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 区 域 内 に 所

在 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 指 定 都 市 の 教 育 委 員

会 。 第 三 十 一 条 第 一 項 第 二 号 を 除 き 、 以 下 同

じ 。 ） の 登 録 を 受 け る も の と す る 。

（ 登 録 の 申 請 ）

第 十 二 条 前 条 の 登 録 （ 以 下 「 登 録 」 と い う 。 ） を 受

け よ う と す る 者 は 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る

と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 登 録 申 請

書 を 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。
一 登 録 を 受 け よ う と す る 博 物 館 の 設 置 者 の 名 称 及

び 住 所

二 登 録 を 受 け よ う と す る 博 物 館 の 名 称 及 び 所 在 地

三 そ の 他 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 事 項

２ 前 項 の 登 録 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。

一 館 則 （ 博 物 館 の 規 則 の う ち 、 目 的 、 開 館 日 、 運

営 組 織 そ の 他 の 博 物 館 の 運 営 上 必 要 な 事 項 を 定 め

た も の を い う 。 ） の 写 し

二 次 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る こ

と を 証 す る 書 類

三 そ の 他 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 書 類

（ 登 録 の 審 査 ）

第 十 三 条 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 登 録 の 申 請 に 係

る 博 物 館 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る

と き は 、 当 該 博 物 館 の 登 録 を し な け れ ば な ら な い 。

一 当 該 申 請 に 係 る 博 物 館 の 設 置 者 が 次 の イ 又 は ロ

に 掲 げ る 法 人 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。

イ 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人

ロ 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 法 人

（ イ に 掲 げ る 法 人 並 び に 国 及 び 独 立 行 政 法 人

（ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い

う 。 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 六 項 に お い て 同

じ 。 ） を 除 く 。 ）

( １) 博 物 館 を 運 営 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基

礎 を 有 す る こ と 。

( ２) 当 該 申 請 に 係 る 博 物 館 の 運 営 を 担 当 す る

役 員 が 博 物 館 を 運 営 す る た め に 必 要 な 知 識 又

は 経 験 を 有 す る こ と 。

( ３) 当 該 申 請 に 係 る 博 物 館 の 運 営 を 担 当 す る

役 員 が 社 会 的 信 望 を 有 す る こ と 。

二 当 該 申 請 に 係 る 博 物 館 の 設 置 者 が 、 第 十 九 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し

の 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者 で な い こ と 。

三 博 物 館 資 料 の 収 集 、 保 管 及 び 展 示 並 び に 博 物 館

資 料 に 関 す る 調 査 研 究 を 行 う 体 制 が 、 第 三 条 第 一

項 各 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う た め に 必 要 な も の と し

て 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る

も の で あ る こ と 。

四 学 芸 員 そ の 他 の 職 員 の 配 置 が 、 第 三 条 第 一 項 各

号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う た め に 必 要 な も の と し て 都

道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の

で あ る こ と 。

五 施 設 及 び 設 備 が 、 第 三 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事

業 を 行 う た め に 必 要 な も の と し て 都 道 府 県 の 教 育

委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。

六 一 年 を 通 じ て 百 五 十 日 以 上 開 館 す る こ と 。

２ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 が 前 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま

で の 基 準 を 定 め る に 当 た つ て は 、 文 部 科 学 省 令 で 定

め る 基 準 を 参 酌 す る も の と す る 。

３ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 登 録 を 行 う と き は 、

あ ら か じ め 、 博 物 館 に 関 し 学 識 経 験 を 有 す る 者 の

意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。

（ 登 録 の 実 施 等 ）

第 十 四 条 登 録 は 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 が 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 博 物 館 登 録 原 簿 に 記 載 し て す る も の と す

る 。
一 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 事 項

二 登 録 の 年 月 日

２ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 登 録 を し た と き は 、 遅

滞 な く 、 そ の 旨 を 当 該 登 録 の 申 請 を し た 者 に 通 知 す

る と と も に 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ

ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な

い 。



-
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（ 変 更 の 届 出 ）

第 十 五 条 博 物 館 の 設 置 者 は 、 第 十 二 条 第 一 項 第 一

号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 す る と き は 、 あ ら

か じ め 、 そ の 旨 を 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 に 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。

２ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出

が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 登 録 事 項 の 変 更 登

録 を す る と と も に 、 そ の 旨 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用

そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

（ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 へ の 定 期 報 告 ）

第 十 六 条 博 物 館 の 設 置 者 は 、 当 該 博 物 館 の 運 営 の 状

況 に つ い て 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 定 期 的 に 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 登 録 の 取 消 し ）

第 十 九 条 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 そ の 登 録 に 係 る

博 物 館 の 設 置 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は 、 当 該 博 物 館 の 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

一 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 登 録 を 受 け た と

き 。

二 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は

虚 偽 の 届 出 を し た と き 。

三 第 十 六 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

四 第 十 七 条 の 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を せ ず 、 又

は 虚 偽 の 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を し た と き 。

五 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 。

２ 第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録

の 取 消 し に つ い て 準 用 す る 。

３ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 登

録 の 取 消 し を し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 、 当 該

登 録 に 係 る 博 物 館 の 設 置 者 に 対 し 通 知 す る と と も

に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表

し な け れ ば な ら な い 。

（ 博 物 館 の 廃 止 ）

第 二 十 条 博 物 館 の 設 置 者 は 、 博 物 館 を 廃 止 し た と

き は 、 速 や か に そ の 旨 を 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。

２ 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出

が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 博 物 館 の 登 録 を 抹

消 す る と と も に 、 そ の 旨 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

（ 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 設 置 す る 博 物 館 に 関 す る

特 例 ）

（ 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 設 置 す る 博 物 館 に 関 す る

特 例 ）

第 二 十 一 条 第 十 五 条 第 一 項 、 第 十 六 条 か ら 第 十 八 条

ま で 及 び 前 条 第 一 項 の 規 定 は 、 都 道 府 県 又 は 指 定 都

市 の 設 置 す る 博 物 館 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

２ 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 設 置 す る 博 物 館 に つ い て

の 第 十 五 条 第 二 項 、 第 十 九 条 第 一 項 及 び 第 三 項 並 び

に 前 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 十 五 条 第

二 項 中 「 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当

該 届 出 に 係 る 登 録 事 項 」 と あ る の は 「 そ の 設 置 す る

博 物 館 に つ い て 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に

掲 げ る 事 項 に 変 更 が あ る と き は 、 当 該 事 項 」 と 、 第

十 九 条 第 一 項 中 「 登 録 に 係 る 博 物 館 の 設 置 者 が 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 」 と あ る の は 「 設 置 す る

博 物 館 が 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の い

ず れ か に 該 当 し な く な つ た と 認 め る 」 と 、 同 条 第 三

項 中 「 そ の 旨 を 、 当 該 登 録 に 係 る 博 物 館 の 設 置 者

に 対 し 通 知 す る と と も に 、 」 と あ る の は 「 そ の

旨 を 」 と 、 前 条 第 二 項 中 「 前 項 の 規 定 に よ る 届

出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 」 と あ る の

は 「 そ の 設 置 す る 博 物 館 を 廃 止 し た と き は 、 当

該 」 と す る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 二 十 二 条 こ の 章 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、 博 物 館

の 登 録 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会

の 規 則 で 定 め る 。

第 五 章 博 物 館 に 相 当 す る 施 設

第 三 十 一 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 文 部 科 学 省 令 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を

行 う 施 設 で あ つ て 当 該 各 号 に 定 め る も の を 、 博 物 館

に 相 当 す る 施 設 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。

一 文 部 科 学 大 臣 国 又 は 独 立 行 政 法 人 が 設 置 す る

も の

二 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 国 及 び 独 立 行 政 法 人 以

外 の 者 が 設 置 す る も の の う ち 、 当 該 都 道 府 県 の 区

域 内 に 所 在 す る も の （ 指 定 都 市 の 区 域 内 に 所 在 す

る も の （ 都 道 府 県 が 設 置 す る も の を 除 く 。 ） を 除

く 。 ）

三 指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 国 、 独 立 行 政 法 人 及 び

都 道 府 県 以 外 の 者 が 設 置 す る も の の う ち 、 当 該 指

定 都 市 の 区 域 内 に 所 在 す る も の

２ 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 者 は 、 当 該 指 定 を し

た 施 設 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 施 設 」 と い

う 。 ） が 博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 行 う 施 設 に 該
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当 し な く な つ た と 認 め る と き そ の 他 の 文 部 科 学 省 令

で 定 め る 事 由 に 該 当 す る と き は 、 文 部 科 学 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 施 設 に つ い て の 前 項 の

規 定 に よ る 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 者 は 、 当 該 指 定 を

し た と き 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し を し た

と き は 、 そ の 旨 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方

法 に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 者 は 、 指 定 施 設 の

設 置 者 に 対 し 、 そ の 求 め に 応 じ て 、 当 該 指 定 施 設 の

運 営 に 関 し て 、 専 門 的 、 技 術 的 な 指 導 又 は 助 言 を 与

え る こ と が で き る 。

５ 指 定 施 設 は 、 そ の 事 業 を 行 う に 当 た つ て は 、 第 三

条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 博 物

館 、 他 の 指 定 施 設 、 地 方 公 共 団 体 、 学 校 、 社 会 教 育

施 設 そ の 他 の 関 係 機 関 及 び 民 間 団 体 と 相 互 に 連 携 を

図 り な が ら 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

６ 国 又 は 独 立 行 政 法 人 が 設 置 す る 指 定 施 設 は 、 博 物

館 及 び 他 の 指 定 施 設 に お け る 公 開 の 用 に 供 す る た め の

資 料 の 貸 出 し 、 職 員 の 研 修 の 実 施 そ の 他 の 博 物 館 及 び

他 の 指 定 施 設 の 事 業 の 充 実 の た め に 必 要 な 協 力 を 行

う よ う 努 め る も の と す る 。

○ 博 物 館 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年 文 部 省 令 第 二 十

四 号 ）

令 和 五 年 四 月 一 日 施 行

（ 博 物 館 の 体 制 に 関 す る 基 準 を 定 め る に 当 た り 参 酌

す べ き 基 準 ）

第 十 九 条 法 第 十 三 条 第 二 項 の 文 部 科 学 省 令 で 定 め る

基 準 で あ つ て 、 同 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 博 物 館

資 料 の 収 集 、 保 管 及 び 展 示 並 び に 博 物 館 資 料 に 関 す

る 調 査 研 究 を 行 う 体 制 に 係 る も の は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 事 項 と す る 。

一 博 物 館 資 料 の 収 集 、 保 管 及 び 展 示 （ イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 博 物 館 資 料 に 係 る

電 磁 的 記 録 を 公 開 す る こ と を 含 む 。 第 四 号 、 第 二

十 一 条 第 一 号 及 び 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 に お い

て 同 じ 。 ） 並 び に 博 物 館 資 料 に 関 す る 調 査 研 究 の

実 施 に 関 す る 基 本 的 運 営 方 針 を 策 定 し 当 該 方 針 を

公 表 す る と と も に 、 当 該 方 針 に 基 づ き 、 相 当 の 公

益 性 を も つ て 博 物 館 を 運 営 す る 体 制 を 整 備 し て い

る こ と 。

二 前 号 の 基 本 的 運 営 方 針 に 基 づ く 博 物 館 資 料 の 収

集 及 び 管 理 の 方 針 を 定 め 、 当 該 方 針 に 基 づ き 、 博

物 館 資 料 を 体 系 的 に 収 集 す る 体 制 を 整 備 し て い る

こ と 。

三 前 号 に 規 定 す る 博 物 館 資 料 の 収 集 及 び 管 理 の 方

針 に 基 づ き 、 所 蔵 す る 博 物 館 資 料 の 目 録 を 作 成

し 、 当 該 博 物 館 資 料 を 適 切 に 管 理 し 、 及 び 活 用 す

る 体 制 を 整 備 し て い る こ と 。

四 一 般 公 衆 に 対 し て 、 所 蔵 す る 博 物 館 資 料 の 展 示

を 行 い 、 又 は 特 定 の 主 題 に 基 づ き 、 所 蔵 す る 博 物

館 資 料 若 し く は 借 用 し た 博 物 館 資 料 に よ る 展 示 を

行 う 体 制 を 整 備 し て い る こ と 。

五 単 独 で 又 は 他 の 博 物 館 若 し く は 法 第 三 条 第 一 項

第 十 二 号 に 掲 げ る 学 術 若 し く は 文 化 に 関 す る 諸 施

設 と 共 同 で 、 博 物 館 資 料 に 関 す る 調 査 研 究 を 行

い 、 そ の 成 果 を 活 用 す る 体 制 を 整 備 し て い る こ

と 。

六 博 物 館 資 料 を 用 い た 学 習 機 会 の 提 供 、 利 用 者 に

対 す る 博 物 館 資 料 の 説 明 そ の 他 の 教 育 活 動 を 行 う

体 制 を 整 備 し て い る こ と 。

七 法 第 七 条 に 規 定 す る 研 修 そ の 他 の 研 修 に 職 員 が

参 加 す る 機 会 が 確 保 さ れ て い る こ と 。

（ 博 物 館 の 職 員 に 関 す る 基 準 を 定 め る に 当 た り 参 酌

す べ き 基 準 ）

第 二 十 条 法 第 十 三 条 第 二 項 の 文 部 科 学 省 令 で 定 め る

基 準 で あ つ て 、 同 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 学 芸 員

そ の 他 の 職 員 の 配 置 に 係 る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 事 項 と す る 。

一 前 条 第 一 号 の 基 本 的 運 営 方 針 に 基 づ い て 博 物 館

の 管 理 運 営 を 行 う こ と が で き る 館 長 が 置 か れ て い

る こ と 。

二 学 芸 員 が 置 か れ て い る こ と 。

三 同 条 第 一 号 の 基 本 的 運 営 方 針 に 基 づ く 博 物 館 の

運 営 に 必 要 な 職 員 が 置 か れ て い る こ と 。

（ 博 物 館 の 施 設 及 び 設 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る に 当

た り 参 酌 す べ き 基 準 ）

第 二 十 一 条 法 第 十 三 条 第 二 項 の 文 部 科 学 省 令 で 定 め

る 基 準 で あ つ て 、 同 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 施 設

及 び 設 備 に 係 る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 と す

る 。
一 博 物 館 資 料 の 収 集 、 保 管 及 び 展 示 並 び に 博 物 館

資 料 に 関 す る 調 査 研 究 を 安 定 的 か つ 継 続 的 に 行 う

こ と が で き る 施 設 及 び 設 備 が 整 備 さ れ て い る こ

と 。
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二 防 災 及 び 防 犯 の た め に 必 要 な 施 設 及 び 設 備 を 有

し て い る こ と 。

三 博 物 館 の 規 模 及 び 展 示 内 容 に 応 じ 、 利 用 者 の 安

全 及 び 利 便 性 の 確 保 の た め に 必 要 な 配 慮 が な さ れ

て い る こ と 。

四 高 齢 者 、 障 害 者 、 妊 娠 中 の 者 、 日 本 語 を 理 解 で

き な い 者 そ の 他 博 物 館 の 利 用 に 困 難 を 有 す る 者 が

博 物 館 を 円 滑 に 利 用 す る た め の 配 慮 が な さ れ て い

る こ と 。

（ 申 請 の 手 続 ）

第 二 十 三 条 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 博 物 館

に 相 当 す る 施 設 と し て 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若

し く は 指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 の 指 定 を 受 け よ う と す

る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 指 定 申 請 書

（ 別 記 第 九 号 様 式 に よ り 作 成 し た も の ） を 、 国 立 の

施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 の 長 が 、 独 立 行 政 法 人 （ 独

立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。 第 二 十 五

条 に お い て 同 じ 。 ） が 設 置 す る 施 設 に あ つ て は 当 該

独 立 行 政 法 人 の 長 が 文 部 科 学 大 臣 に 、 都 道 府 県 又 は

指 定 都 市 が 設 置 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 の 長

（ 大 学 に 附 属 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 大 学 の 長 ）

が 、 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成

十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 地

方 独 立 行 政 法 人 を い う 。 第 二 十 五 条 に お い て 同

じ 。 ） が 設 置 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 地 方 独 立 行 政

法 人 の 長 が 、 そ の 他 の 施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 を 設

置 す る 者 （ 大 学 に 附 属 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 大 学

の 長 ） が 当 該 施 設 の 所 在 す る 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会

（ 当 該 施 設 （ 都 道 府 県 が 設 置 す る も の を 除 く 。 ） が

指 定 都 市 の 区 域 内 に 所 在 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該

指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 。 第 二 十 五 条 に お い て 同

じ 。 ） に 、 そ れ ぞ れ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 を 受 け よ う と す る 施 設 の 設 置 者 の 氏 名 及 び

住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名

及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

二 指 定 を 受 け よ う と す る 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地

三 そ の 他 指 定 を 行 う 者 が 定 め る 事 項

２ 前 項 の 指 定 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。

一 当 該 施 設 の 運 営 に 関 す る 規 則 の う ち 、 目 的 、 開

館 日 、 運 営 組 織 そ の 他 の 施 設 の 運 営 上 必 要 な 事 項

を 定 め た も の

二 次 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る こ

と を 証 す る 書 類

三 そ の 他 指 定 を 行 う 者 が 定 め る 書 類

（ 指 定 の 審 査 ）

第 二 十 四 条 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定

都 市 の 教 育 委 員 会 は 、 前 条 第 一 項 の 指 定 申 請 書 の 提

出 が あ つ た と き は 、 申 請 に 係 る 施 設 が 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 要 件 を 備 え て い る か ど う か を 審 査 す る も の と

す る 。

一 当 該 施 設 の 設 置 者 が 、 そ の 設 置 す る 博 物 館 に つ

い て 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消

さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者 で

な く 、 か つ 、 そ の 設 置 す る 施 設 に つ い て 法 第 三 十

一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の

取 消 し の 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者 で な い こ と 。

二 当 該 施 設 に お け る 資 料 の 収 集 、 保 管 及 び 展 示 並

び に 資 料 に 関 す る 調 査 研 究 を 行 う 体 制 が 、 当 該 施

設 が 博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 行 う た め に 必 要

な も の と し て 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は

指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ

と 。

三 当 該 施 設 に お け る 職 員 の 配 置 が 、 当 該 施 設 が 博

物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 行 う た め に 必 要 な も の

と し て 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定 都

市 の 教 育 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と 。

四 当 該 施 設 の 施 設 及 び 設 備 が 、 当 該 施 設 が 博 物 館

の 事 業 に 類 す る 事 業 を 行 う た め に 必 要 な も の と し

て 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定 都 市 の

教 育 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と 。

五 一 般 公 衆 の 利 用 の た め に 当 該 施 設 及 び 設 備 を 公

開 す る こ と 。

六 一 年 を 通 じ て 百 日 以 上 開 館 す る こ と 。

２ 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定 都 市 の 教

育 委 員 会 は 、 前 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 規 定 す る

基 準 を 定 め る に 当 た つ て は 、 第 十 九 条 か ら 第 二 十 一

条 ま で の 規 定 を 参 酌 し て 定 め る も の と す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 十 九 条 （ 第 七 号 を 除 く 。 ） 中 「 博 物

館 資 料 」 と あ る の は 「 資 料 」 と 、 同 条 第 一 号 中 「 博

物 館 を 運 営 す る 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 施 設 （ 次 条 及 び 第 二 十 一

条 に お い て 「 指 定 施 設 」 と い う 。 ） を 運 営 す る 」

と 、 第 二 十 条 第 一 号 及 び 第 三 号 中 「 博 物 館 」 と あ る

の は 「 指 定 施 設 」 と 、 同 条 第 二 号 中 「 学 芸 員 」 と あ

る の は 「 学 芸 員 に 相 当 す る 職 員 」 と 、 第 二 十 一 条 第

一 号 中 「 博 物 館 資 料 」 と あ る の は 「 資 料 」 と 、 同 条
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第 三 号 及 び 四 号 中 「 博 物 館 」 と あ る の は 「 指 定 施

設 」 と す る 。

３ 前 項 に 規 定 す る 指 定 の 審 査 に 当 つ て は 、 必 要 に 応

じ て 当 該 施 設 の 実 地 に つ い て 審 査 す る も の と す る 。

（ 報 告 ）

第 二 十 五 条 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 文 部

科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定 都 市 の 教 育 委 員

会 が 博 物 館 に 相 当 す る 施 設 と し て 指 定 し た 施 設 （ 以

下 「 指 定 施 設 」 と い う 。 ） が 前 条 第 一 項 に 規 定 す る

要 件 を 備 え な く な つ た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 、 国

立 の 施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 の 長 が 、 独 立 行 政 法 人

が 設 置 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 独 立 行 政 法 人 の 長 が

文 部 科 学 大 臣 に 、 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 が 設 置 す る

施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 の 長 （ 大 学 に 附 属 す る 施 設

に あ つ て は 当 該 大 学 の 長 ） が 、 地 方 独 立 行 政 法 人 が

設 置 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 地 方 独 立 行 政 法 人 の 長

が 、 そ の 他 の 施 設 に あ つ て は 当 該 施 設 を 設 置 す る 者

（ 大 学 に 附 属 す る 施 設 に あ つ て は 当 該 大 学 の 長 ） が

当 該 施 設 の 所 在 す る 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 に 、 そ れ

ぞ れ 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 六 条 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若 し く は 指 定

都 市 の 教 育 委 員 会 は 、 自 ら 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 指 定 し た 指 定 施 設 に 対 し 、 第 二 十 四 条 第 一

項 に 規 定 す る 要 件 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と

が で き る 。

（ 指 定 の 取 消 し ）

第 二 十 七 条 法 第 三 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 施 設

の 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 事 由 は 、 次 の と お り

と す る 。

一 博 物 館 の 事 業 に 類 す る 事 業 を 行 う 施 設 に 該 当 し

な く な つ た と 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指

定 を し た 者 が 認 め る と き 。

二 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 法 第 三 十 一 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た と き 。

三 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽

の 報 告 を し た と き 。

四 前 条 の 規 定 に よ る 文 部 科 学 大 臣 又 は 都 道 府 県 若

し く は 指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 の 求 め に 対 し て 報 告

を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を し た と き 。





別添４ 

２０２３年２月   

文化庁企画調整課  

 

博物館法施行規則の一部を改正する省令について（概要） 

 
 
 

 １．改正の目的  

 

○ 令和４年４月、博物館法の一部を改正する法律が公布されたことを踏まえ、以下の事項等

について所要の規定の整理を行う。 

・学芸員補となる資格を有する者（法第６条第２号） 

・都道府県が博物館の登録を行うに当たって参酌すべき基準（法第１３条第２項） 

・博物館相当施設の指定及び取消しに関する事項（法第３１条第１項及び第２項） 

 

 ２．主な改正内容  

 

① 学芸員補の資格に係る整理等 

 ・学芸員補となる資格を有する者が改正されたことを踏まえ、学芸員補になれる者の詳細

を規定（第１８条） 

 

② 都道府県が博物館の登録を行うに当たって参酌すべき基準の策定 

 ・博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制に係る

参酌基準として、基本的な運営方針の作成・公表や、博物館資料及びその情報の適切な

管理・活用等の体制を規定（第１９条） 

 ・学芸員その他の職員の配置等に係る参酌基準として、基本的な運営方針に基づいて博物

館の管理運営を行うことができる館長や、保有する博物館資料に関する専門性を有した

学芸員を置いていること等を規定（第２０条） 

 ・施設及び設備に係る参酌基準として、資料の収集・展示等を適切に行うことができる施

設・設備のほか、資料の防災・防犯体制、障害者等への配慮を規定（第２１条） 

 

③ 博物館相当施設の指定や取消しに係る規定の整備 

 ・指定要件や指定手続き、取消要件等を、登録博物館に準じて規定（第２３条～第２７条） 

 

 ３．今後のスケジュール 

 

２０２３年 ２月１０日  公布（官報掲載） 

２０２３年 ４月 １日  施行 


